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高度急性期18万床
入院15～１6日

一般急性期35万床
入院9日程度

亜急性期等26万床
入院60日程度

長期療養28万床
入院135日程度

　
介護施設

居住系サービス

在宅サービス

一般病床
（109万床）

療養病床
（24万床）

介護療養病床

介護施設
（98万人分）

居住系サービス
（33万人分）

在宅サービス
（320万人分）

地
域
に
密
着
し
た
病
床
で
の
対
応 

24
万
床

2012年（平成24年） 2025年（平成37年）

相
互
の
連
携
深
化

「
施
設
」か
ら「
地
域
」へ・「
医
療
」か
ら「
介
護
」へ

医療・介護機能の再編成

会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
の
報
告

書
は
8
月
初
旬
に
ま
と
め
ら
れ
る
。医

療
分
野
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
。以
下
は
同
会
議

の
末
席
に
座
る
筆
者
の
私
的
総
括
で
あ
る
。

病
院
群
の
機
能
別
再
編
へ

　

医
療
法
で
は「
一
般
病
床
」と

「
療
養
病
床
」に
大
別
さ
れ
る
だ

け
の
病
床
を
目
的
・
機
能
別
に

再
編
成
し
よ
う
、と
い
う
方
針

に
異
論
は
な
か
っ
た
。厚
生
労

働
省
に
よ
る
2
0
1
8
年
度
着

手
で
は「
遅
い
」と
の
注
文
も
出

て
、同
省
は
近
く
医
療
法
改
正

案
を
ま
と
め
、国
会
に
提
出
す

る
構
え
。

　

骨
子
は
①
各
病
院
は
病
床

機
能（
急
性
期
、亜
急
性
期
、回

復
期
等
）を
都
道
府
県
へ
報
告

（
2
0
1
4
年
度
後
半
開
始
予

定
）。県
は
地
域
の
医
療
需
要
を

基
に
２
次
医
療
圏
等
ご
と
に

「
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
」を
策
定

（
2
0
1
5
年
度
後
半
予
定
）②

医
療
計
画
は「
在
宅
医
療
」も
目

標
や
医
療
連
携
の
記
載
を
義
務

付
け
③
医
師
の
確
保
策
や
チ
ー
ム
医
療
の
推

進
―
―
な
ど（
図
参
照
）。

　

公
立
病
院
の
再
編
成
は
先
行
例
も
あ
る
。山

形
県
酒
田
市
で
は
県
立
と
市
立
の
急
性
期
病

院
を
統
合
化
、県
立
は
急
性
期
、市
立
は
回
復
期
・

療
養
に
切
り
換
え
た
。

　

民
間
病
院
を
含
む
例
も
あ
る
。富
山
県
で
は

社

「皆保険50年」の
ハードとソフトの変革を迫る

社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議

社会保障

宮
武 

剛 

の

syakaihosho
genron



41 健康保険■ 2013.8

脳
卒
中
対
応
病
院
22
カ
所
を
9
カ
所
に
集
約
、

1
病
院
当
た
り
の
脳
外
科
医
を
倍
増
、残
り
13

病
院
は
慢
性
期
中
心
に
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、医
療
法
の
改
正
と
な
れ
ば
全
国
各

地
の
民
間
病
院
を
巻
き
込
む
難
作
業
に
な
る
。

診
療
報
酬
の
誘
導
に
加
え「
地
域
医
療
再
生
基

金
」（
仮
称
）を
設
け
、補
助
金
と
の
二
本
立
て
促

進
策
が
提
起
さ
れ
た
。こ
の
基
金
を
十
分
に
確

保
で
き
る
か
、ど
う
活
用
す
る
か
、重
い
課
題
だ
。

地
域
保
険
の
大
合
併
へ

　

市
町
村
国
保
の「
分
権
的
広
域
化
」で
も
大
筋

で
合
意
に
達
し
た
。

　

急
激
な
人
口
減
少
と
超
高
齢
化
に
さ
ら
さ
れ
、

零
細
な
市
町
村
国
保
が
続
出
す
る
。市
町
村
国

保
1
7
2
3
を
リ
ス
ク
分
散
可
能
な
県
単
位

47
に
集
約
す
る
。ま
さ
に
皆
保
険
発
足
以
来
の

大
改
革
で
あ
る
。

　

各
県
に
医
療
計
画
お
よ
び
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ

ン
策
定
の
責
任
者
と
国
保
の
保
険
者
を
兼
ね

て
も
ら
い
、病
院
群
の
再
編
・
入
院
期
間
の
短
縮

を
図
り
、医
療
費
の
効
率
化
で
国
保
財
政
の
安

定
化
を
目
指
す
。医
療
提
供
体
制
に
メ
ス
を
入

れ
な
い
限
り
、支
援
金
、納
付
金
の
重
圧
に
あ
え

ぐ
被
用
者
保
険
側
も
共
倒
れ
に
陥
る
か
ら
だ
。

　

た
だ
し
、知
事
の
多
く
は「
構
造
的
問
題
を
抱

え
た
ま
ま
で
は
巨
大
な
赤
字
団
体
に
陥
る
」な

ど
と
反
発
は
収
ま
ら
な
い
。実
務
的
に
市
町
村

の
保
険
料
設
定
、保
険
料
徴
収
、保
健
事
業
実
施

の
方
が
医
療
費
効
率
化
や
収
納
率
向
上
を
図

れ
る
、と
の
意
見
も
根
強
い
。

　

し
か
し
、従
来
も
国
保
の
県
単
位
化
の
議
論

で
、市
町
村
に
よ
る
保
険
料
徴
収
、保
健
事
業

実
施
等
の
継
続
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。保

険
料
も
県
内
の
平
均
的
な
１
人
あ
た
り
医
療
費
、

平
均
的
な
収
納
率
等
を
基
に
県
が
基
準
保
険

料
を
定
め
、市
町
村
が
最
終
的
な
保
険
料
率
を

決
め
る
な
ら
、医
療
費
適
正
化
や
収
納
率
向
上

の
努
力
は
報
わ
れ
る
。当
面
は
各
市
町
村
が
基

準
保
険
料
率
に
近
づ
く
競
争
状
態
を
設
け
る

の
が
む
し
ろ
望
ま
し
い
。

　

市
町
村
間
の
所
得
格
差
は
調
整
交
付
金
で

緩
和
し
、災
害
等
の
支
出
増
に
備
え
財
政
安
定

化
基
金
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

地
域
包
括
ケ
ア
の
構
築
へ

　

市
町
村
が
国
保
と
介
護
保
険
の
保
険
者
を

兼
ね
る
現
行
体
制
は
医
療
・
介
護
の
連
携
を
図

り
や
す
い
、と
の
意
見
も
あ
る
。

　

し
か
し
、医
療
サ
ー
ビ
ス
は
県
単
位
で
、介
護

サ
ー
ビ
ス
は
市
町
村
ご
と
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。

超
高
齢
化
の
時
代
に
市
町
村
が
担
当
す
べ
き
医

療
分
野
の
大
半
は
介
護
保
険
制
度
の
枠
内
と
周

辺
に
あ
る
。要
介
護
認
定
時
の
主
治
医
意
見
書

か
ら
医
師
に
よ
る
療
養
管
理
指
導
、ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
、訪
問
看
護
、訪
問
介
護
と
の
連
携
等
は
、

介
護
保
険
制
度
の
守
備
範
囲
で
あ
る
。

　

し
か
も
、市
町
村
が
主
体
で
2
0
2
5
年
の

実
現
を
目
指
す「
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
」は
、か

か
り
つ
け
医
や
24
時
間
対
応
の
訪
問
看
護
・
介

護
の
普
及
で
、自
宅
や
福
祉
施
設
の
居
室
を
、い

わ
ば“
病
室
”と
す
る
狙
い
だ
。

　

国
民
会
議
の
議
論
で
は
、か
か
り
つ
け
医
の

定
着
へ
向
け
病
院
へ
の
直
行
受
診
に
は
自
己

負
担
を
増
や
す
提
案
が
相
次
い
だ
。こ
れ
も
日

本
独
自
の「
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
」に
一
定
の
歯
止

め
を
か
け
る
試
み
に
な
る
。

　

過
度
の
病
院
頼
み
か
ら
脱
け
出
す
た
め
に

県
は
病
院
機
能
の
再
編
成
・
入
院
期
間
の
短
縮
、

市
町
村
は
早
期
退
院
者
の
受
け
入
れ
先
づ
く

り
や
自
宅
療
養
者
ら
の
支
援
に
専
念
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

　

皆
保
険
の
半
世
紀
を
支
え
た
枠
組
み
と
内

容
を
変
革
す
る
こ
と
で
、新
た
な
皆
保
険
の
将

来
を
切
り
拓
き
た
い
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経
て
、

目
白
大
学
生
涯
福
祉
研
究
科
・
客
員
教
授
。Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
福
祉
マ
ガ

ジ
ン
」編
集
長（
毎
月
、最
終
水
曜
日
午
後
８
時
放
映
）や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。


